
                                        R8.4.1時点 

開庁日 開庁時間

休日開庁
毎月第２日曜日
＋３月最終日曜日

午前９時から午後５時まで

夜間開庁
毎週火曜日

※祝日、年末年始（12月29日から1月3日）を除く
午前８時３０分から午後７時まで

第２
日曜

火曜
夜間

受付窓口 問合せ先

■転入・転出・転居等の届出
※届出人は、本人または同じ世帯の方です。代理人が届出するとき
は、委任状が必要です。
※海外から転入する場合、前住所地の区市町村などへ問い合わせを
必要とする場合など、当日の手続きができないことがあります。
※外国人の方の転入・転居等は、入管法上の住居地の届け出を同時
に行うため、異動する全員分の在留カード、特別永住者証明書（外国
人登録証明書を含む）が必要です。

■印鑑登録の申請
※板橋区に住民登録している方。
※代理人（本人以外）が申請するときは委任状が必要です。
※即日登録ができない場合があります。
※15歳未満の方は申請できません。

〇 〇
本庁舎１階
戸籍住民課受付

戸籍住民課住民異動係
☎３５７９－２２０５

■住民票の写しの発行、住民票記載事項証明書の発
行
※申請者は、本人または本人と同一の世帯員です。代理人が請求す
るときは、委任状が必要です。
※証明の内容により、発行できないものがあります。
※広域住民票は取り扱いできません。

■印鑑登録証明書の発行
※印鑑登録証（いたばし区民カード）が必要です。

〇 〇
本庁舎１階
戸籍住民課受付

戸籍住民課証明係
☎３５７９－２２１０

■特別永住者証明書の申請・交付
※申請者は、本人または同一世帯の16歳以上の親族です。
※申請者が16歳未満の場合は、同一世帯の16歳以上の親族が申請
者となります。
※在留カードの申請場所は東京出入国在留管理局です。

〇 × 本庁舎１階
戸籍住民課受付

戸籍住民課住民台帳係
☎３５７９－２２０７

■マイナンバーカードの受取 [予約制］

■電子証明書の更新・発行

■暗証番号再設定

〇 〇
本庁舎1階
戸籍住民課受付

板橋区マイナンバー
コールセンター
☎６９０５－７０３１
(平日・第2日曜、午前９時から
午後５時まで）

■マイナンバーカードの申請
※申請者は、本人または法定代理人です。15歳未満の方は、同じ世
帯の15歳以上の親族が申請者となります。
※事前に必要書類についてお問い合わせください。

■マイナンバーカードの券面変更（住所・氏名・有効期限
等）

■マイナンバーカードと健康保険証・公金受取口座連
携サポート

〇 〇
本庁舎南館2階
マイナンバー総合案内
（㉖窓口）

板橋区マイナンバー
コールセンター
☎６９０５－７０３１
(平日・第2日曜、午前９時から
午後５時まで）

窓口のサービス内容
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板橋区役所本庁舎 休日・夜間窓口開庁のご案内 
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